
琵琶湖および河川の魚類等の生息状況調査結果(概要)

琵琶湖漁業は、琵琶湖の永い歴史の中で形成されだ生態系を基巴成立しており、生態

系の的確怠把握は漁業振興を図る定めZは重要な課題である。

滋賀県水産試験場ではこれまで1911年""1915年(明治44年~大正4年)巴「琵琶湖水産

調査」、 1953年(昭和28年)Iこは「琵琶湖水位低下対策(水産生物)調査」、また1969

年(昭和44年)Iこは「琵琶湖沿岸帯調査」を実施するなど、生態系の総合的怠把握Z努

めてきだ。

以来、今日!こいだるまで琵琶湖の環境は様変わりし、ま定外来生物の侵入等!こより生

態系も大きく変化してき左ことから、あらだめて琵琶湖を中1lJ.とした生態系の現況を把

握し、今後の水産振興対策、水産資源対策、生態系保全対策等の基礎資料を得ることと

しだ。

その手始めとして、琵琶湖、河川、内湖等、県下水域I~おける魚類および甲殻類の生

息状況を把握する一斉調査を実施しだ。

1 .調査万法

(1) 調査期間

1994年(平成6年)4月""1995年(平成7年)3月

(2) 調査準備

「滋賀県漁業調整規則J1，こより探捕の禁止期間、漁獲体型の制限、漁具漁法の

制限および禁止等が定められており、ま芝漁業権の設置されている水域もあるこ

とより、現地調査lこあ左つては、事前!こ水産課、漁業協同組合等!こ特別採捕許可

の申請等、必要な措置を講じだ。

芯お調査|こあ定つては、県下全域を網羅し、より正確lこ実態を把握する定め、

水産試験場の調査以外Z漁業協同組合、漁業者等関係者|之対し希少魚種を中心と

し左サンプル採集の協力を依頼し定。

(3) 調査体制

水産試験場職員全員が調査|こあ走ることとし、調査場所(河川上流、河川中・

下流、内湖、琵琶湖沿岸、琵琶湖沖合等)ごとに調査班を編成し、 1地点3""4名

のメンバーで調査した。

【総括】

場長 平塚忠征

主任専門員高橋誓
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【淘川上流・工リ漁獲標本調査班…漁場加工係】

里 井 晋 一

太田豊三

森 田 尚

二宮浩司

吉岡 側 ・・・・・・調査班長、とりまとめ責任者

【河川中下流・内湖・琵琶湖沖合・補完調査班…資源係】

山中 治 ・・・・・・調査概要とりまとめ責任者

井 嶋 重 尾

遠藤誠

井出 充彦・・・・・・調査班長、とりまとめ責任者

孝橋賢一

酒井明久

【琵琶湖沿岸調査班・・・増殖係】

水谷英志

氏家宗二

(4) 調査対象

藤原 公一・・・・・・調査班長、とりまとめ責任者

小林徹

井戸本純一

臼杵崇広

根本守仁

琵琶湖および河川等県下!こ生息している魚類および甲殻類(工ピ類・力二類の

み)とし、以下両者をあわせて「魚類等」という。

(5) 調査地点

県下内陸部および琵琶湖の魚類等の生息状況を総合的!こ把握するため、県下

を5地域!こ区分し、名調査地域から河川、内湖怠ど水域別lこ一定数の調査地点を

次のとおり設定し定。

内陸部 各地域ごと!こ1河川(上流2地点、中・下流2地点)を原則とした。

各地域ごと I~ 1内湖(1地点)を原則としを。

琵琶湖 各地域ごとlこ沿岸2地点、沖合1地点を原則とし走。

また、名水域ごとIZ工リの漁獲標本調査1箇所を原則とした。

※ 沿岸は概ね水深7m以浅、沖合は水深20m以上の水域
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(6) 調査時期

内陸部(河川、内湖)は夏期、冬期の年2回、琵琶湖(沿岸、沖合、工リ漁獲

標本調査)は春期、夏期、秋期、冬期の年4回を原則とし足。

(7) 採集漁具

調査場所の状態!こよって、適している漁具、使用できる漁具はさまざまである

と考えられだので、使用する漁具は自由!こ選択するものとし定が、調査場所のほ

か、最低限、以下の内容を記録しておき、生息量!こ関する定量化のー固とするこ

ととし定。

〔投網〕

投網の目合いおよび投網の打数を記録する。

〔びんづけ〕禁止漁具

餌で誘引する。設置数、設置時聞を記録する。

〔モンドリ〕

餌で誘引する。設置数、設置時間を記録する。

〔刺絹〕

刺網の目合いおよび設置数、設置時間を記録する。

〔小型定置網(張網)) 

設置数、設置時間を記録する。

〔小型地曳網〕

地曳網を曳い左回数、距離を記録する。

〔電気シヨツ力一〕禁止漁具

使用回数、使用時闘を記録する。

〔沖曳〕

曳網回数、距離、水深を記録する。

(8) 種の同定および計測

現地採集調査では標本として措ち帰る尾数を 1魚種・ 1漁具!こついて50尾を限度

とし、標本とし芯い魚介類は尾数を数えて現地|之戻し足。

搭ち帰つ左標本!こついては、種を同定し、すべての個体|こついて体重および全

長、体長を測定しだ。
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